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ドイツにおける体罰禁止規定

和田上　貴　昭

The Ban on Corporal Punishment of Children in Germany

Takaaki Wadagam

Abstract: This study's objective was to clarify the perception of corporal punishment in 
Germany through concept analysis and to examine the characteristics and use to prohibit 
corporal punishment. The concept was defined by analyzing the pre-requirements, attributes, 
and consequences of the concept using the Rodgers concept analysis method. As a result of 
the analysis, the attributes are "width of social recognition," "action applied in the practice 
of raising children," "actions contrary to sociocultural norms," however, the preceding 
requirements are "social risk factors" and "personal." "Risk factors" were extracted, and 
"negative effects" and "avoidance methods" were extracted as a result. The results of this study 
suggest the necessity of enforcing the prohibition law on corporal punishment in child-rearing 
and improving the child-rearing environment, child-rearing habits, and experience of incurring 
damage.
Key Words: corporal punishment, upbringing, Germany, concept analysis

要旨：本研究は、ドイツにおいて体罰がどのように認識されているのかを概念分析を通し
て明らかにすることにより、その特徴と体罰禁止に向けた取組への概念活用を検討するこ
とを目的とした。Rodgers の概念分析法を用いて概念の先行要件、属性、帰結を分析し概
念を定義した。分析の結果、属性は《社会的認識の幅》、《養育の慣行として用いられる行
為》、《社会文化的規範に反する行為》が、先行要件は《社会的なリスク要因》と《個人的
なリスク要因》が、帰結では《ネガティブな影響》と《回避の方法》が抽出された。本研
究の結果から、養育における体罰について禁止法制の施行だけでなく、子育て環境の改善
や養育の慣習、被害体験に目を向けた取組が必要であることが示唆された。
キーワード：体罰、養育、ドイツ、概念分析
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Ⅰ．研究の背景

　日本では 2019（令和元）年６月に児童福祉法等改正法が成立し、親権者等は児童のしつけ
に際して体罰を加えてはならないことが法定化され、2020（令和２）年４月から施行された。
厚生労働省ではこの改正を受け、体罰禁止に関する啓発等を目的として 2020（令和２）年２
月に「体罰等によらない子育てのために」を公表した。ここには体罰の規定やしつけの方法な
どについて具体的に記されている。これまでしつけと称されて用いられていた体罰が法的に禁
止されることによって、児童虐待防止の取り組みが進展したと評価できる。しかしながら民法
には懲戒権の規定が残ることになった。懲戒権の懲戒とは、親が子の問題行動に対してしつけ
の観点から、これを矯正するために必要な範囲で実力を行使することである。一般的な解釈に
おいては体罰も含まれる。民法第 822 条において「親権を行う者は、第 820 条の規定による監
護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。」とあり、「必要な範囲内」では
あるが、その行為ではなく、意図において「必要」であれば体罰を行うことが可能となる。つ
まり本改正の体罰禁止と民法の懲戒権の関係性は曖昧であると言わざるを得ない。
　世界で最も早い時期に体罰禁止を法定化した国はスウェーデンである。1979 年に親子法の
改正により「子どもは世話をされ、安全と、質のよいしつけを享受する権利を有する。子ども
はその人格と個性を尊重されながら接せられなければならず、体罰にも、その他のいかなる屈
辱的な扱いにも、さらされてはならない」（第 6 章第 1 条）との規定がなされた。しかしながら、
当時、国民の中には体罰を容認する考えを持つ方も多かった。そのため、国は全世帯に「あな
たは子どもを叩かずに育てられますか」と題する冊子を配布したり、牛乳パックに体罰禁止の
メッセージを掲載したり、学校教育において体罰禁止の内容を盛り込んだりするなどの啓発活
動を行った。その結果、体罰を容認する国民や児童虐待発生件数は減少した。スウェーデンオ
ンブズマンの調査によると、体罰を容認する意見は段階的に減少しており、2018 年の調査で
は体罰を容認する親は 2％、実際に行う親は 1％と、国を挙げて行った啓発活動が 40 年を経て
効果を上げていることがわかる１）。
　スウェーデンの体罰禁止の法定化後、その動きは世界中に広がっていった。ドイツでは
2000 年の民法典の改正により、「子どもには非暴力の養育を受ける権利がある」（BGB1631）
とされ、体罰禁止が法定化された。スウェーデン同様に体罰禁止への経緯においては反対意見
も多く、体罰を容認する意見も多かった。しかし、法改正から 20 年経過したことで、スウェー
デン同様に体罰に対する認識は変化してきている２）。
　スウェーデン、ドイツ両国共に体罰禁止規定の施行背景には子どもの権利擁護の観点がある。
児童の権利に関する条約を例にあげるまでもなく、他者に対する暴力行為は基本的人権の侵害
であり、同時に虐待行為を含め、体罰などの身体的暴力は子どもの発達の阻害につながる。そ
のため、体罰禁止は社会として阻止すべき事柄とされる。しかしながら体罰行為の要因には、
親の生育歴や社会における養育に対する考え方などがあり、法律が施行されても人の認識や行
為は急に変化することは難しい。スウェーデンにおいて、体罰を容認する意見が段階的に減少
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したことはそれを物語っている。日本における体罰禁止の法定化を有効にしていくためにどの
ような取組をしていくかについては、先行する諸外国の動向を検討する必要があると考える。

Ⅱ．目的

　本研究は、ドイツにおいて体罰がどのように認識されているのかを概念分析を通して明らか
にすることにより、その特徴と体罰禁止に向けた取組への概念活用を検討することを目的とす
る。

Ⅲ．方法

１．概念分析の方法
　本研究では Rodgers の概念分析法３）を用いた。概念分析は「現象を意識し、問題を共有す
るには、意識したことの内容、意味を的確に伝える概念が重要」４）との考えから看護学領域
で構築された方法である。いくつかの手法があるが、Rodgers の概念分析方法は、時間や状況
の変化に伴い概念は変化するという考えに基づき、その概念が文献の中でどのように用いられ
ているかを読み取り、概念を構成する要素を抽出するものである。「体罰」は、時代や地域、
社会状況により認識等が変化するものであるためこの方法が適切であると考えた。
　Rodgers の方法に従い、文献ごとに概念の性質を示す「属性」と、概念に先立って生じるこ
とを示す「先行要件」、および概念の結果として生じることを示す「帰結」を抽出した。そして、
類似性、相違性を検討しながらサブカテゴリー、カテゴリーとして分類し、それぞれのカテゴ
リーの関係性を検討し、「体罰」の概念モデルを示した。

２．サンプルの選定
　調査対象はドイツを対象にした体罰に関連する研究論文とした。論文検索には、“SCOPUS５）”、

“Sociological Abstracts ６）”、“PsyDoc７）”、および“PsycINFO８）”を用いた。学術雑誌のタ
イトルとアブストラクト、キーワードを対象とし検索語は体罰 corporal punishment にドイ
ツ Germany を組み合わせた。発行年はドイツにおいて体罰禁止が法定化された 2000 年から
2020 年とした。その結果、“SCOPUS”は 17 件、“Sociological Abstracts”は 227 件、“PsyDoc”
は 28 件、 “PsycINFO”は 5 件の論文が検索された。重複しているものを除き、論文内容がド
イツにおける子どもの体罰に関する研究であり、本文が英語もしくはドイツ語で記述されたも
ののみ選定した。教育現場における体罰について論じられたものもあったが、本研究の対象は
家庭における体罰のみとした。最終的に 18 件を対象とした。
　 分 析 対 象 と す る 用 語 に つ い て は、 英 語 に お い て、corporal punishment、physical 
punishmentを対象とし、harsh punishmentなど、文脈によって体罰を表しているものも含めた。
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ドイツ語においては、körperliche Bestrafung、physische Strafen、physische Bestrafung、
körperliche Züchtigung、Körperstrafe、körperlich zu strafen、körperlich zu disziplinieren、
Züchtigung を対象とし、英語と同様に前後の文脈から判断し、体罰として使用しているもの
は対象とした。Züchtigungsrecht（体罰の権利／懲戒権）、Körperstrafenverbot（体罰禁止）
など、体罰を表す言葉との複合語も前後の文脈から判断し、体罰を意味する部分について対象
とした。

３．倫理的配慮
　本研究は文献を対象とした概念分析法であるため，著作権、盗用などの倫理問題に配慮して
研究をおこなった。

Ⅳ．結果

１．属性
　属性は、《社会的認識の幅》2 カテゴリー、《養育の慣行として用いられる行為》2 カテゴリー、

《社会文化的規範に反する行為》2 カテゴリーで構成された（表１）。なお構成要素は《》、カ
テゴリーは【】、サブカテゴリーは［］で表記した。

（１）　《社会的認識の幅》
　１）【多様なとらえ方】
　体罰は多様な行為を含む概念である。対象とした文献においては、「お尻への平手打ちや軽
い平手打ち」９）、「背中を叩く行為、軽い平手打ち、強い平手打ち、出血を伴う殴打、棒で尻
を強く叩く行為、キック、首締め、物で叩く行為」10）などの例が挙げられている。それらは軽度、
重度の区別がつけられていて、それぞれの程度によって異なる認識がなされていた。例えば平
手打ちなどの軽い罰は体罰とは見なさない」11）との記述が見られた。これらを、［程度による
異なる認識］とした。また、［頻度の違い］は子どものメンタルヘルスに与える影響が異なる
ことを指摘し区別する研究 12）など、体罰の頻度もその多様性の1つとして捉えることができる。
　［軽度の身体的虐待］と［虐待との区別］は相反するものであるが、体罰を軽度の虐待と捉
える記述がある一方、児童虐待とは異なる事柄として取り扱われている記述があった。
　２）【現状の傾向】
　［支持の低下］に区分した通り、体罰に対するドイツ国民の認識としては、2000 年の体罰禁
止の法定化以降、体罰使用の減少が指摘されている。特に若年層において、体罰支持の低下が
見られるとの記述があった。
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（２）　《養育の慣行として用いられる行為》
　１）【社会的に認められた行為】
　体罰支持の低下が見られるものの、「全体として、体罰に対する支持はドイツ国民に依然と
して非常に広まっています」13）といった表記があり、ドイツにおいて現在も［一般的な行為］
として、体罰は用いられていることがわかる。2000 年に体罰禁止が法定化されるまでは慣習
法として［許容されるもの］として体罰は国民に容認されてきた。また、「体罰」は［養育に
おける親の権利］として認識されてきた歴史があることも影響している可能性がある。
　２）【養育の手段】
　善し悪しの判断があるにしても、ドイツにおいて体罰は「自分の子どもを育てる方法」14）

として用いられ、［養育の行為］の 1 つとして認識されている。また、「多くの親が、子どもの
行動が悪かった時には、尻を叩いたり、強く触ったり振ったりするなど、物理的なお仕置きを
しなければならなかった」15）といった表記にも見られるように、［しつけの手段］として用い
られているとの記述が見られた。

（３）　《社会文化的規範に反する行為》
　１）【否定的に捉えられる行為】
　多くの人が用いるにもかかわらず、体罰は否定的なとらえ方をされている。その根拠の 1
つには［子どもの権利に反するもの］である。その根拠としては 1989 年に国連総会で採択さ
れた児童の権利に関する条約の規定があげられている。具体的な「体罰」の定義については
2007 年に国連児童権利委員会の規定「身体的暴力を使用し、ある程度の痛みや不快感を引き
起こすような軽度の罰」がある 16）。このようなことも背景にあるためか、「体罰」は［不適切
な行為］として認識されている。
　２）【違法行為】
　先ほどの［子どもの権利に反するもの］と同様の文脈において法的に禁止されていることが
記されている。また法的に禁止される前の時代との対比や、後述する［法規制による抑制］な
どとの関連で［法的禁止事項］であることが記されている場合もある。
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表１：ドイツにおける「体罰」概念の属性

構成要素 カテゴリー サブカテゴリー 著者､ 出版年
社会的認識の
幅

多様なとらえ方 程度による異な
る認識

Clemens et al.  (2019)17), Witt et al.  (2017)18), Kliem, 
Foran  and Hahlweg  (2015)19),  Parzeller  et  al. 
(2010)20), Reichle and Franiek  (2009)21), Hahlweg et 
al. (2008)22), Bussmann (2004)23)

頻度の違い Witt et al. (2017)24), DuRivage et al. (2015)25), Kliem, 
Foran and Hahlweg (2015)26), Hahlweg et al. (2008)27), 
Hardt and Hoffmann (2006)28)

軽度の身体的虐
待

Kliem, Foran and Hahlweg (2015)29), Clemens et al. 
(2019)30), Witt et al. (2017)31)

虐待との区別 DuRivage  et  al.  (2015)32), Hardt  and Hoffmann 
(2006)33)

現状の傾向 支持の低下 Clemens et al. (2019)34), Witt et al. (2017)35)

養育の慣行と
して用いられ
る行為

社会的に認めら
れた行為

一般的な行為 Clemens et al.  (2019)36), Witt et al.  (2017)37), Kliem, 
Foran and Hahlweg (2015)38)

許容されるもの Markus  (2018)39), DuRivage et  al.  (2015)40), Elder 
(2014)41), Parzeller et al. (2010)42)

養育における親
の権利

Hellmann et al. (2018)43), Elder (2014)44), Parzeller et 
al. (2010)45)

養育の手段 養育の行為 Clemens  et  al.  (2019)46), Witt  et  al.  (2017)47), 
DuRivage et al.  (2015)48),   Parzeller et al.  (2010)49), 
Essau,  Sasagawa  and Frick  (2006)50),  Barnow, 
Lucht and Freyberger (2001)51)

しつけの手段 Kliem, Foran and Hahlweg  (2015)52), DuRivage et 
al. (2015)53)

社会文化的規
範に反する行
為

否定的に捉えら
れる行為

子どもの権利に
反するもの

Clemens et al. (2019)54), Kliem, Foran and Hahlweg 
(2015)55), Parzeller et al. (2010)56)

不適切な行為 Parzeller  et  al.  (2010)57),  Reichle  and Franiek 
(2009)58), Uslucan  (2009)59), Hahlweg et al.  (2008)60), 
Hardt  et  al .   (2008)61),     Barnow,  Lucht  and 
Freyberger (2001)62)

違法行為 法的禁止事項 Clemens  et  al.  (2019)63), Witt  et  al.  (2017)64), 
Parzeller  et  al.  (2010)65),  Hardt  and Hoffmann 
(2006)66), DuRivage et al. (2015)67), Bussmann (2004)68)

２．先行要件
　先行要件は、《社会的なリスク要因》1 カテゴリー、《個人的なリスク要因》3 カテゴリーで
構成された（表２）。

（１）　《社会的なリスク要因》
　１）　【社会状況からの影響】
　ドイツを含むヨーロッパ 6 カ国の比較研究において「親による体罰の使用と国内の体罰の法
的地位との間に関連性がある」69）と報告されているように、法的禁止はその国において体罰
が法的に禁止されているかは、体罰に対する国民の認識に影響を与える。またさらに直接的に

「体罰の禁止は、法的意識に影響を及ぼし、おそらく親の態度に影響を及ぼし、最終的には親
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の行動に影響を及ぼします」70）と指摘している研究もある。法的な枠組みによる影響は大き
いと考えることができる。また、その親の属する［文化的規範］が体罰行動に結びつく場合も
ある。ドイツに暮らす移民の子育ての調査では、ドイツに暮らすその他の親たちと比較して体
罰行為が多く見られた背景に自身の文化的規範があったことを指摘している 71）。

（２）　《個人的なリスク要因》
　１）【志向性の背景】
　「多くの親は、危機的な状況に陥り、子どもとの葛藤が急速に発展していく中で、感情的に
自分をコントロールすることが難しいと感じています。」72）の記述があるように体罰は、［親
の追い詰められた状況］の中で用いられる。体罰の使用を肯定していない人でも使わざるを得
ないものとして記述されている。一方、体罰の使用について［肯定的姿勢］をみせる親も存在
する。体罰使用に対する肯定的な考えは権威主義や右翼の過激派のイデオロギーと関連してい
るとの指摘 73）や、男児に対して肯定的に用いられることが多い 74）などの記述も見られる。禁
止法制定後においても行動の変容が見られない親も存在する 75）。
　２）【社会的地位】
　体罰の使用リスクが高い親たちが存在することについての記述も見られる。［学歴の低さ］
や［居住地域］、［経済状況］はリスクの高い親として指摘されている。これらは生活の不安定
さなどとつながるためであると考えられる。ドイツ特有の状況としては、旧東ドイツの地域の
体罰使用の高さについて指摘している研究 76) がある。
　３）【世代間の連鎖】
　［リスクとしての被害体験］は、体罰の被害者は心理的被害の悪影響により、体罰に対して
肯定的で使用する割合が高い等の記述から抽出した。特に重度の体罰被害者は体罰を承認する
可能性が高いことが示唆されている。このような被害体験の伝達を体罰の世代間伝達として捉
えたものを［暴力のサイクル］とした。［暴力のサイクル］についての記述においては、「断ち
切る」という用語との関連で記述されていることが多く見られた。
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表２：ドイツにおける「体罰」概念の先行要件

構成要素 カテゴリー サブカテゴリー 著者､ 出版年
社会的なリス
ク要因

社会状況からの
影響

法規制による抑
制

Clemens et al.  (2019)77), Hellmann et al.  (2018)78), 
Witt  et  al.  (2017)79),  DuRivage  et  al.  (2015)80), 
Bussmann (2004)81)

文化的規範 Clemens et al.  (2019)82), Hellmann et al.  (2018)83), 
DuRivage  et  al.  (2015)84),  Graf  et  al.  (2014)85), 
Bussmann (2004)86)

個人的なリス
ク要因

志向性の背景 親の追い詰めら
れた状況

Kliem, Foran and Hahlweg (2015)87), Hahlweg et al. 
(2008)88)

肯定的姿勢 Clemens  et  al.  (2019)89), Witt  et  al.  (2017)90), 
Bussmann (2004)91)

社会的地位 学歴の低さ DuRivage et al.  (2015)92), Hahlweg et al.  (2008)93), 
Barnow, Lucht and Freyberger (2001)94)

居住地域 Witt et al. (2017)95), Hahlweg et al. (2008)96)

経済状況 Clemens et al.  (2019)97), Hellmann et al.  (2018)98), 
DuRivage et al.  (2015)99), Hahlweg et al.  (2008)100), 
Barnow, Lucht and Freyberger (2001)101)

世代間の連鎖 リスクとしての
被害体験

Clemens et al. (2019)102), Witt et al. (2017)103), Kliem, 
Foran and Hahlweg (2015)104), Bussmann (2004)105)

暴力のサイクル Witt et al. (2017)106), Graf et al. (2014)107), Bussmann 
(2004)108)

３．帰結
　帰結は、《ネガティブな影響》2 カテゴリー、《回避の方法》1 カテゴリーで構成された ( 表 3)。

（１）　《ネガティブな影響》
　１）【被害による子どもの影響】
　体罰の被害体験は子ども達の過度な攻撃性や反社会的な攻撃的行動、破壊的な行動、自殺未
遂など［不適切な行動の要因］となることが明らかになっている。同時にそれらと関連して、
うつ病や過度な不安、不適応など［メンタルヘルス上の問題要因］となっている。
　２）【虐待につながる行為】
　［虐待との関連］においては、体罰の被害体験による影響は児童虐待の被害と同様であるこ
とが記述されている。また体罰被害者は同時に虐待被害者である可能性があるなどの記述も見
られた。

（２）　《回避の方法》
　１）【防止の取組】
　親に対するペアレンティング・トレーニングにより体罰行為を抑制できることが明らかに
なっている 109）110）。また法改正そのものではなく、その際におこなわれたキャンペーンによっ
て体罰に対する認識を変えることができ、体罰行為を抑制することができる 111）との記述もあっ
た。これらを［教育による行動抑制］とした。さらに体罰禁止法の制定により［法律による規制］
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をおこなうことで抑制することが可能とされている。特に重度の体罰に対して有効との記述が
ある 112）。一方、国民への認知が十分でないためにドイツではスウェーデンほどの効果がなかっ
たとの記述も見られた 113）。

表３：ドイツにおける「体罰」概念の帰結

構成要素 カテゴリー サブカテゴリー 著者､ 出版年
ネガティブな
影響

被害による子ど
もの影響

不適切な行動の
要因

Witt et al. (2017)114), DuRivage et al. (2015)115), Kliem, 
Foran and Hahlweg (2015)116), Hardt et al. (2008)117), 
Essau, Sasagawa and Frick  (2006)118), Bussmann 
(2004)119), Barnow, Lucht and Freyberger (2001)120)

メンタルヘルス
上の問題要因

Hardt  et  al.  (2018)121), DuRivage  et  al.  (2015)122), 
Kliem, Foran  and Hahlweg  (2015)123), Hahlweg 
et  al.  (2008)124), Barnow, Lucht  and Freyberger 
(2001)125)

虐待につながる
行為

虐待との関連 Hardt et al.  (2018)126), Kliem, Foran and Hahlweg 
(2015)127), Hardt et al. (2008)128)

回避の方法 防止の取組 教育による行動
抑制

Witt et  al.  (2017)129), Kliem, Foran and Hahlweg 
(2015)130),  Hahlweg  et  al.  (2008)131),  Bussmann 
(2004)132)

法律による規制 Hellmann  et  al.  (2018)133), Witt  et  al.  (2017)134), 
DuRivage et al. (2015)135), Bussmann (2004)136)

４．ドイツにおける「体罰」の概念モデル
　以上の構成要素、カテゴリー、サブカテゴリーからドイツにおける「体罰」の概念モデルを
作成した（図１）。先行要件として、体罰に対する認識等が構築される背景には【社会状況か
らの影響】だけでなく、【志向性の背景】や【社会的地位】、【世代間の連鎖】といった個人の
置かれた状況や経験が存在する。属性としては、【社会的に認められた行為】や【養育の手段】
として養育の慣行として用いられる行為として認識されている一方、【否定的に捉えられる行
為】や【違法行為】として社会文化的規範に反する行為としても認識されている。またその程
度や頻度によっても認識のされ方は異なり、【多様なとらえ方】をされているが、時代状況に
よってそれらは変化しつつあり【現在の傾向】として否定的な認識が広がっている。帰結とし
て、【被害による子どもの影響】や【虐待につながる行為】が危惧され、法規制等、【防止の取
組】を行うべきと考えに結びついている。
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図１：ドイツにおける「体罰」の概念モデル

Ⅴ．考察

１．「体罰」の概念規定の難しさ
　図 1 の概念モデルにおける属性のサブカテゴリーに着目してドイツにおける「体罰」を説明
すると次のようになる。
　ドイツにおいて体罰は［法的禁止事項］ではあるが、体罰行為の内容は軽度から重度といっ
た［程度による異なる認識］が見られる。それは［頻度の違い］においても同様で、［軽度の
虐待］と認識されるものや［虐待とは区別］して認識されるものもある。軽度のものについて
は［一般的な行為］として認識されており、［養育の行為］および［しつけの手段］として用
いられている。その背景には歴史的に［養育における親の権利］として認識されてきた歴史が
あり、現在も［許容されるもの］との認識されている。ただし、体罰が［子どもの権利に反す
るもの］として認識され、子どもに対する心身の悪影響から［不適切な行為］として体罰の使
用に対する［支持の低下］が生じている。
　体罰を社会文化規範に反する行為として認識され法規制をしながらも、一般には養育の方法
として用いられているという矛盾をはらんでいるように見える。この矛盾の背景にはいくつか
の要因が考えられる。1 つは体罰と認識されるものの範囲の広さである。既述したとおり、背
中を叩く行為、軽い平手打ち、強い平手打ちなど、体罰の内容には多様なものが存在する。こ
れらに程度や頻度などの要素が加わると、一つ一つに対する認識は異なる可能性が出てくる。
次に、体罰が親の権利として容認されてきた時代があったことは体罰に対する認識を完全に否
定すべきものでないとの意見を形成する背景に存在すると考えられる。この意見に対する現代
的な後ろ盾として権威主義的な考え方の主張などがある。対象とした文献では右翼のイデオロ
ギーと関連することが指摘されていたが、支持政党との関連で説明されているものもある。親
の権利という意識が過去のこととして認識されていない可能性がある。ただし、一方で子ども
の権利擁護の観点から体罰に対する否定的な認識を持つ人々も存在する。
　3 つめとして、体罰による被害体験や子育ての負担、経済状況などから体罰を使用せざるを
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得ない状況にある人がいることである。さらに対象とした研究には、その場しのぎにはなるが、
子どもの行為を一時的に止めさせることに効果があるため用いられるとの記述も見られた。
　こうした要因により体罰は多様な認識において理解されていると考えることができる。これ
らの状況を踏まえてドイツにおける体罰概念を次のように定義した。「子どもに対する養育の
手段として用いられる身体的暴力等を含む懲罰で、子どもの権利の観点からその使用に対して
禁止されているものの、養育の慣行として用いられることがあるもの」である。

２．体罰禁止の法定化の位置づけ
　本研究の体罰概念における、先行要件、属性、帰結において明らかになったとおり、体罰に
対する認識が社会的なリスクと個人的なリスクにより形作られる。社会的な側面において体罰
禁止の法定化は体罰の抑止力として役割を果たしている。特に重度のものについては抑止力と
して効果的であるとの指摘があった。社会における規範が体罰に対する認識や行動を左右する
ため、法定化による国民への周知は有効な手段の 1 つであると考えられる。ただし、個人的な
リスクに対しては別の方策が必要であると考えられる。人々の慣習は法律のようにすぐに変更
が可能なものではないため、時間をかけて認知の変容や行動修正などの養育の慣習を変更して
いくが必要である。被養育体験として体罰が用いられた経験はその人の養育態度に大きな影響
を与えるため、ペアレンティング・トレーニング等を用いた、体罰を用いない養育方法の教育
や子育て環境の負担軽減などが有効であると考えられる。

Ⅵ．研究の限界

　本研究において Rodgers の概念分析を用いたが、Rodgers は分析対象とするデータについ
て、様々な研究領域からそれぞれ少なくとも 30 項目または母集団の 20％のいずれか大きい方
を選択する必要があるとしている 137）。しかしながら今回の分析において、明らかにする概念
をドイツにおける「体罰」と限定したこと、日本における研究であったことなどから分析対象
は 18 とせざるを得なかった。この点が本研究結果に影響を与えている可能性があることは否
めないことを付記しておく。
　なお本研究は、文部科学省科学研究費助成事業、基盤基盤研究 (B)『親の懲戒行動の解析に
基づく愛着臨床アプローチの再構築に関する研究』（研究代表者：藤岡孝志）の助成金を受け
て実施された調査の成果の一部である。
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